
□平岡３条５丁目地区関連について 

１ 都市計画の内容 

 ⑴位置 

  札幌市清田区平岡３条５丁目 

 ⑵都市計画の決定及び変更内容 

○札幌圏都市計画用途地域の変更（議案第１号） 

【平岡３条５丁目地区】 

○札幌圏都市計画特別用途地区の変更（議案第２号） 

 【平岡３条５丁目地区】 

○札幌圏都市計画高度地区の変更（議案第３号） 

【平岡３条５丁目地区】 

○札幌圏都市計画防火地域及び準防火地域の変更（議案第４号） 

【平岡３条５丁目地区】 

○札幌圏都市計画道路の変更（議案第６号） 

 【３・４・109 平岡循環通】 

○札幌圏都市計画地区計画の決定（議案第７号） 

 【平岡３条５丁目地区】 

議案第１～４、６、７号 参考資料 

清田区総合庁舎

平岡公園

北海道札幌 

平岡高等学校

空中写真（令和元年撮影）

３・４・１０３ 
青葉・平岡通 

３・４・１０８ 

里塚東通 

N

【 凡例 】 

地区計画 

用途地域・特別用途地区・ 

防火地域及び準防火地域 

高度地区 

都市計画道路（変更区間） 

平岡３条５丁目地区

３・４・１０９
平岡循環通



２ 経緯 

 ・「第２次札幌市都市計画マスタープラン」において、地域交流拠点では機能の強化に向け、多様

な都市機能の集積や交通機能の向上、にぎわいや交流が生まれる場の創出に取り組むこととし

ており、その中でも清田区総合庁舎を中心とする『清田』は、「先行して取組を進める地域交流

拠点」の１つとされている。 

 ・『清田』では、札幌市が様々な主体と協働して恒常的なにぎわいを生む空間づくりに取り組んで

いるが、清田区総合庁舎周辺は比較的新しい建物が多いため建替え更新等の機会が少なく、こ

れに伴う都市機能の集積が近い将来大きく進むことは見込めない状況であることから、清田の

拠点機能の向上を図るためには、周辺の地域にも視野を広げながら民間の活力を積極的に活用

する新たな取組を進める必要がある。 

 ・こうした中、平岡３条５丁目地区では、多様な生活利便機能を提供することにより、現ににぎわ

いや交流が創出されており、『清田』と連携してまちづくりに取り組むことにより、両地区間の

人の往来が醸成され、当地区におけるにぎわいや交流を清田へと波及させる効果が期待できる。 

 ・そこで令和３年２月、清田の拠点機能向上に向け、「地域交流拠点清田の拠点機能向上に向けた

官民連携によるまちづくりの基本的な考え方」が策定され、平岡３条５丁目地区では、「にぎわ

いや交流の創出に向けた施設の機能強化」等の取組を推進するとともに、『清田』と当地区にお

ける取組の効果を互いに波及すべく、両地区間の移動手段の充実を図ることとした。 

３ 都市計画決定及び変更を行う理由 

 ・「第２次札幌市都市計画マスタープラン」では、拠点の土地利用の方向性として、地域交流拠点

における都市機能の集積や、計画的に位置付けた利便施設用地における地区特性に応じた生活

関連機能等の立地への対応等を位置付けている。 

 ・『清田』では、これまで、バス待ち環境の改善や清田市民交流広場を活用したにぎわいづくり等

に取り組んできたことに加え、令和４年３月には、にぎわい・交流が生まれる滞留空間の創出な

どに取り組む都市開発を支援する地域交流拠点等開発誘導事業の適用区域を拡大し、多様な都

市機能の集積を目指しているほか、清田区民センターの清田区役所周辺への移転の検討等、拠

点機能の向上に向けた取組を進めている。 

 ・平岡３条５丁目地区では、『清田』の取組と連動するよう、にぎわいや交流創出のための広場や

ホールの整備、散策路や滞留できる空間の整備による樹林地の適切な活用、清田との移動手段

の充実及びそれに対応した交通広場の整備など、「地域交流拠点清田の拠点機能向上に向けた官

民連携によるまちづくりの基本的な考え方」で示された方向性に沿った取組が行われることか

ら、これらを推進するため、用途地域等の地域地区の変更及び地区計画の決定を行う。 

 ・また、都市計画道路「平岡循環通」のうち地区計画区域に接する区間について、地区計画と整合

を図るため、幅員の変更を行う。 



（参考） 

「第２次札幌市都市計画マスタープラン」関連部分抜粋 

 第５章 部門別の取組の方向性 (３)市街地の土地利用 ②拠点における取組の方向性 

 【取組の方向性】 

  ■その他■ 

     以上の拠点※のほか、地下鉄及びＪＲの駅周辺や計画的に位置付けた利便施設用地など

においては、交通結節性や基盤整備状況などの地区特性に応じて、生活関連機能等の立

地に対応します。（以下、省略。） 

    ※都心、地域交流拠点、高次機能交流拠点 

「地域交流拠点清田の拠点機能向上に向けた官民連携によるまちづくりの基本的な考え方」関連部分抜粋 

 第５章 官民連携によるまちづくりの取組の方向性 ５－２平岡３条５丁目地区の取組の方向性 

  平岡３条５丁目地区は、官民連携によるまちづくりを推進し、更なるにぎわいや交流を創出

することにより、『清田』の拠点機能の向上に資するまちを目指します。 

  その実現に向けては以下の取組を進めていきます。 

 ○にぎわいや交流の創出に向け、施設の機能強化を図るほか、地域のイベントなどに活用でき

る広場やホールの整備を検討します。さらに、地域・イオン北海道・札幌市が一体となって継

続的にそれらを活用する仕組みを検討するとともに、これらの取組を契機として地域まちづ

くりの担い手の育成につなげます。 

 ○樹林地を適切に活用し、人と自然が触れ合える空間の整備を検討します。なお、活用にあたっ

ては、貴重な動植物の育成地やアオサギの繁殖地の保全を前提とします。 

 ○環境に配慮し、災害に強い都市づくりを進める観点から、再生可能エネルギーの活用や、災害

時でも利用できるエネルギーシステムの導入を検討します。 

 なお、第２次札幌市都市計画マスタープランでは、拠点以外の計画的に位置付けた利便施設用

地などにおいても、交通結節性や基盤整備状況などの地域特性に応じて生活関連機能等の立地に

対応することとしていることから、これらの取組の推進にあたっては、必要に応じて土地利用計

画制度の機動的な運用を検討します。 



４ 都市計画の概要 

○札幌圏都市計画用途地域の変更（議案第１号） 

変更前 変更後 

第二種中高層住居専用地域（200/60） 

準住居地域（200/60） 
近隣商業地域（200/80） 

準住居地域（200/60） 第二種中高層住居専用地域（200/60） 

＜凡例＞

変更区域

平岡３条５丁目地区地区計画区域

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

    第一種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

準工業地域

○札幌圏都市計画特別用途地区の変更（議案第２号） 

変更前 変更後 

指定なし 第三種小売店舗地区※

＜凡例＞

変更区域

平岡３条５丁目地区地区計画区域

戸建住環境保全地区

大規模集客施設制限地区

第三種小売店舗地区

第二種職住共存地区

第三種特別業務地区

※ 「第三種小売店舗地区」は近隣商業地域による制限に加え、大規模集客施設の立地を制限する。 

   ただし、地区計画を定めたうえで、地区計画の内容に適合し、特定行政庁が交通上、安全上、

防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、大規模集客施設の立地制限を緩和する。 

第二種中高層住居専用地域

準住居地域

近隣商業地域

指定なし 第三種小売店舗地区

準住居地域 第二種中高層
住居専用地域



○札幌圏都市計画高度地区の変更（議案第３号） 

変更前 変更後 

２７ｍ高度地区 ３３ｍ高度地区 

３３ｍ高度地区 ２７ｍ高度地区 

＜凡例＞

変更区域

 平岡３条５丁目地区地区計画区域

北側斜線高度地区

１８ｍ高度地区

２７ｍ高度地区

３３ｍ高度地区

○札幌圏都市計画防火地域及び準防火地域の変更（議案第４号） 

変更前 変更後 

指定なし 準防火地域 

＜凡例＞

変更区域

 平岡３条５丁目地区地区計画区域

準防火地域

27m 高度地区 33m高度地区

指定なし 準防火地域

33m高度地区 27m高度地区



○札幌圏都市計画地区計画の決定（議案第７号） 

≪計画図（地区計画区域）≫ 

≪計画図（地区施設）≫ 

平岡３条５丁目地区地区計画 約３２．６ha 

地区整備計画 約３０．６ha 

商業業務地区 約１３．５ha 

緑保全型整備地区 約１７．１ha 

N

緑地１号 貴重な自然環境を維持保全 

緑地２号 樹木の保全に配慮しつつ、緑に親し
む空間として散策路や滞留空間を整備 

広場 にぎわいや交流を創出する空間を整備 

空中歩廊 安心安全で快適な歩行空間の確保のため商業業
務地区と緑保全型整備地区を繋ぐよう整備 

交通広場 清田と相互の移動と交流を創出するため整備 

公園 緑地１、２号と一体的な空間として整備

道路 交通処理を円滑に行うため整備 

緑保全型整備地区 商業機能等の限定的な土地利用を図
り、樹林地の保全を前提としながら、人と自然が触れ合
い、にぎわいや交流が創出される取組を推進 

商業業務地区 商業業務機能の集積を図るほか、清田との
交通手段の充実や、ホールの整備等のにぎわい・交流の
創出に向けた取組を推進 

緑保全型整備地区

商業業務地区



≪地区計画の概要≫（詳細は議案書参照） 

地区の名称 商業業務地区 緑保全型整備地区 

用途の制限 次の各号に掲げる建築物は、建築して
はならない。 
(1) 住宅 
(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 
(3) 工場（パン屋、米屋、豆腐屋、菓子

屋その他これらに類する食品製造業
（食品加工業を含む。）を営むものを除
く。） 

(4) 自動車教習所 
(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、

勝馬投票券発売所、場外車券売場その
他これらに類するもの 

(6) 倉庫業を営む倉庫 
(7) 法別表第２（か）項に掲げるもの※1。
ただし、地域交流拠点清田における拠
点機能の向上に寄与※2 すると市長が認
める場合は、同項に規定する用途に供
する部分の床面積の合計の最高限度を
１０５,０００㎡とする。 

次の各号に掲げる建築物以外の建築
物は、建築してはならない。 
(1) 店舗、事務所その他これらに類する

用途に供する建築物のうち、建築基準
法施行令第 130 条の３第１号、第７号
及び第 130条の５の３各号に掲げるも
の※3

(2) 病院又は診療所 
(3) 幼稚園、保育所又は集会所 
(4) 巡査派出所、公衆電話所その他これ

らに類するもので建築基準法施行令
第 130 条の４各号に掲げるもの 

敷地面積の

最低限度 
１２９，０００㎡ 

壁面の 

位置の制限

都市計画道路「厚別中央通」：１０ｍ 

市道「北野里塚線」    ：１０ｍ 

高さの 

最高限度 
２７ｍ １０ｍ 

樹林地等の

保全 

樹木又は草地の伐採、土地の形質の変
更をしてはならない。ただし、次に掲げ
る行為に必要な場合はこの限りではな
い。 
(1) 通常の管理行為及び非常災害のた

め必要な応急措置として行う行為。 
(2) 「緑地１号」「緑地２号」以外の区域

において、樹木の保全に配慮しつつ、
にぎわいや交流を創出する空間とし
ての建築物又は工作物の建設として
行う行為。 

(3) 「緑地２号」において、樹木の保全
に配慮しつつ、緑に親しむ空間として
の工作物の建設及び地区施設の管理
運営上必要な建築物の建設として行
う行為。 

※１ 大規模集客施設 

※２ 広場・ホールの整備や清田とのアクセス強化など、地域交流拠点清田の拠点機能向上に向け 

た官民連携によるまちづくりの基本的な考え方に沿った取組 

※３ 事務所や物品販売店舗、飲食店、サービス業用店舗など 



 ○札幌圏都市計画道路の変更（議案第６号） 

 【３・４・109 平岡循環通 】 

  一部区域の変更 

  ・地区施設の緑地を含む地区計画の決定に伴い、都市計画道路区域と地区計画区域の整合をと

るため、都市計画道路の一部区域の変更を行う。 

  ・変更前：16ｍ→変更後：12.5ｍ 

 ≪変更区域（平岡３条５丁目地区地区計画隣接部）≫ 

※変更前：青線 変更後：赤線

平岡 3条５丁目地区地区計画


